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だから法教育は楽しい

　「法教育」などというと硬く聞こえがちです
が，人が他者との関わりの中で社会生活を営む
上で，自分のある行為が他者のどのような利益
と衝突し得るか，それをどのように調整すべき
か，そのためにどんなルールを作ったらよいの
かという法的思考やバランス感覚を養ってもら
うものだと個人的には思っています。
　私が法教育に最初に関わったのは，今から１０
年以上前の弁護士になってまだ数年しか経って
いない頃でした。当時はまだ法教育という概念
自体が学校関係者等にも普及していなかった時
期で，日弁連でも法教育の教材などは作られ始
めたばかりだったと記憶しています。それで，
法教育について書かれた英語のテキストを，同
期の弁護士と英語の勉強を兼ねて読んだりもし
ました。
　高校での出前授業では，「あなたの街に２４時
間営業のカラオケボックスができることになっ
たらどうしますか」という題材で，青果市場に

勤める早寝早起きの隣人，近くの高校に子ども
を通わせていて子どもが深夜に入り浸ってはと
心配するＰＴＡ会長，お酒が売れそうだと期待
しているコンビニの経営者，開店を心待ちにし
ているカラオケ愛好家など細かく状況設定を
し，それぞれの立場に学生を振り分け，それぞ
れの立場からどのようなルールを作ったらみん
なが納得できるかを考えてもらうという授業を
行いました。弁護士数人で何度も打ち合わせを
重ね試行錯誤しながら授業内容を組み立て，学
校に行き，いざ授業となってみると，みんな見
事にそれぞれの立場になりきって，準備段階で
は想定しなかったユニークな意見も飛び出した
りして，授業をさせてもらった私たちがむしろ
新鮮な感動を覚えたことが今でも強く印象に
残っています。
　相手の立場にも配慮し，どのようなルールを
作ったら解決できるかを考えることは，法は何
のためにあるのかといった根本的な問題に立ち
戻って考える機会にもなり，私たち法律家にも
とても良い経験になります。
　弁護士会にはたくさんの委員会があります
が，法教育委員会はいつも活気にあふれていま
す。
　出前授業に行って教えられているのは実は私
たちのような気がします。

巻頭言
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横浜弁護士会
副会長　吉川　知惠子
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【法教育シンポジウム】
　平成２７年 １ 月３１日，横浜弁護士会館において，中高
生をはじめとする多数の方々の参加のもと，横浜弁護
士会主催の「法教育シンポジウム」が開かれました。
　本シンポジウムでは，ジャーナリストの江川紹子さ
んをお招きしての「報道とプライバシー」に関する講
演，そして江川さんの講演を踏まえての江川さんと小
野毅横浜弁護士会会長による「クロストーク」が行わ
れました。クロストークの終わりには，参加者からの
質問を受け付け，江川さんと小野会長により，それぞ
れの立場から，丁寧な回答が行われました。また，江
川さんの講演に先立ち，当会主催の「平成２６年度　法
に関する作文コンクール」の表彰式が行われました。
　江川さんには，ジャーナリストとして，自身が経験
された事件や現在テレビなどで報道されている事件を
挙げながら，「報道とプライバシー」との関係につい
て講演していただきました。
　お互いの主張をぶつけ合うクロストークでは，「真
相究明」のためには情報が国によって規制されるべき
ではないとして，知ることの「目的」・「必要性」を重
視する江川さんに対し，小野会長から，知られる者の
視点から，私人間において「知る権利」をストレート
に主張できるかなどの問題意識がぶつけられ，ジャー
ナリストと弁護士（弁護人）という立場・発想の違い
が感じられました。
　本シンポジウムは，法に関する作文コンクールから
派生して企画されたものです。
　作文コンクールの今回のテーマは，「プライバシー
権」ですが，単に，プライバシー権を説明するだけで
はなく，プライバシー権と対立する権利や利益との調
整を具体的に考えてもらうことを「狙い」としていま
した。
　本シンポジウムのテーマもまさに表現（報道）の自
由とプライバシー権の調整を考えることにあります。
　江川さんの経験に裏付けられた講演やクロストーク
を通じて，多角的な視点を感じることができたのでは
ないでしょうか。
　本コンクールや本シンポジウムに参加し，そして，
自分の頭で考えてみることにより，新たなもしくはさ
らなる「興味」が湧いてくる，そのような企画になっ
たことを期待します。
　
【平成２６年度　法に関する作文コンクール】
　本シンポジウムの冒頭に行われた「平成２６年度　法
に関する作文コンクール」の表彰式では，当会会長か

ら各受賞者に賞状と副賞の図書カードが贈られ，審査
委員より，詳細な講評も行われました。
　法に関する作文コンクールは，県内の中高生を対象
に，普段意識することが少ない「法」について考え，
作文という形で表現してもらうことで，生徒の関心は
もとより，法教育に対する学校や社会の関心を高める
ことを目的として，平成２３年度より，毎年，企画・実
施してきたものです。
　本年度は，「プライバシー権」をテーマとして，中
学生１１５通，高校生５５６通の応募があり，当会会長を委
員長とする審査委員会により，各受賞作品が選出され
ました（受賞者名等は，別表の通りです）。
　なお，本年度のテーマ・出題の狙いから少し離れる
作品であっても，作品の内容・視点の面白さなどから，
審査委員会が特に評価した作品について，「特別賞」
が贈られています。
� 　（法教育委員会委員　伊東　秀文）

　中学生の部

　優秀賞・『プライバシー権』
　　　　　川崎市立宮前平中学校　 ３年　��蔭山　七海
　優秀賞・『プライバシー』
　　　　　浅野中学校　 ３年　��中村　慶吾
　特別賞・『「オススメ」からプライバシー権を考える』
　　　　　鎌倉市立大船中学校　 ２年　��熊木　ひと美
　
　高校生の部

　最優秀賞・『防犯カメラへの考え方』
　　　　　神奈川県立海老名高等学校　 １年　��岩本　千浩
　優秀賞・『プライバシー権について』
　　　　　神奈川県立海老名高等学校　 １年　��中山　　淳
　優秀賞・『身近にある権利』
　　　　　神奈川県立海老名高等学校　１年　��矢久保　小雪
　特別賞・『差別と区別』
　　　　　横浜清風高等学校　 １年　��板垣　あかり

〈敬称略〉

　入賞者の作品は，当会ＨＰに掲載しております。
　http://www.yokoben.or.jp/profile/gaiyou/torikumi/sakubun/



　平成２６年１０月１５日，私は法教育委員会委員の真船裕
之会員とともに，横浜市立松本中学校にて ３年生を対
象とした出前授業を行いました。
　今回の出前授業は，社会科の授業の一環として組み
込まれたもので，生徒たちは出前授業に先立ち，裁判
所と裁判制度について授業を受けたうえで，模擬裁判
のシナリオを利用した裁判劇を行い，生徒間での評議
も行っていました。出前授業は一連の授業の締めくく
りとして，各クラス内の班ごとに評議の結果を発表し，
弁護士がそれに対して講評を行うとともに，職業紹介
をする，というものでした。
　模擬裁判のシナリオの争点は，電化製品が保管され
ている倉庫内で発見され，逃亡したところを捕まった
被告人が，「窃盗を行っていたのか，それとも単に雨
宿りのために入っていたのか」という窃盗の故意に関
するものでした。授業の冒頭，班ごとに評議の結果を
発表してもらったのですが，どの班も真剣に議論して
くれたようで，実に様々な結論が見られました。なか
には第一発見者である警備員が軽傷を負っていたこと
をとらえて「事後強盗致傷」という罪名を認定した班
もあり，法的知識の意外な広さに感心しました。

　各班の発表が一通り済んだところで，無罪推定の原
則について説明し，主に窃盗の故意を認めた班を例に，
中学生に対してなので「ちゃんと確信が持てる程度の
証拠があるだろうか」という切り口から説明をしてい
きました。意外だったのは，窃盗の故意を認定するた
めに重要と思われる「倉庫内の段ボールが散乱してい
た」という事実に着目した班があまり多くなかったこ
とです。このあたりは「電化製品が保管されている倉
庫」というものを見たことがないからなのかもしれま
せん。
　その後，「この事案が実際の裁判だったらどういう結
論となりそうか」という点について解説し，あとは職
業紹介となりました。皆の前では質問しづらかったの
か，授業後にもたくさんの生徒が集まってくれました。
　授業の中で印象に残っているのは，無罪推定がなぜ
大事なのか，具体例を挙げて説明したところ生徒たち
の表情が引き締まった場面です。悪いことをすればど
うなるのか，ということも含めて，少しでも現実感を
持って考えてもらえたのであれば今回の出前授業も役
に立ったのかな，と思いました。

（法教育委員会委員　網野　雅広）

横浜市立松本中学校での出前授業　

神奈川県立横浜修悠館高等学校での出前授業
　平成２６年１１月２５日，神奈川県立横浜修悠館高等学校
にて，無料出前授業を行いました。
　本授業は，シチズンシップ教育の一環として，学校
で用意されているカリキュラムの一つであり，今回，
学校側から依頼されたテーマは，「弁護士の仕事及び
裁判員裁判等について」というものでした。与えられ
た時間は６０分，当日の参加生徒数は ８名でした。
　実は，私が同校で出前授業を担当させていただくの
は，前年に引き続き ２回目でした。そこで，今年度は，
授業内容に新たな風を吹き込むためにも，同じく法教
育委員会委員の平賀孝治先生とともに担当しました。
おかげで，授業内容に幅が出て，すごく助かりました。
　当日は，はじめに簡単な自己紹介をした後，前半の
２０分位で，私から「弁護士バッジの意味，弁護士の仕
事」などといった，弁護士に関する一般的な話をしま
した。もしかしたら，話を聞いてくれている生徒たち
の中に将来法律家になりたいという生徒がいるかもし
れないと思い，弁護士になるためのルート（法科大学
院や予備試験，司法試験，司法修習，二回試験…）の
説明や，受験時代の苦労話もしてみました。緊張して
いる様子の生徒たちを少しでも和ませたいと思い，そ
の頃テレビでやっていて，私も毎週楽しみにして観て

いた，深キョンが初の弁護士役を演じたドラマ（題名
は失念！）の話を振ってみたりしましたが，残念なこ
とに，観ている生徒はいないようでした（おそらくは，
放送時間が遅かったせいだとは思いますが。）。生徒た
ちのニーズに合わせて話をすることの難しさを痛感し
ました。
　そして後半は，平賀先生にバトンタッチをして，「刑
事手続の概要，刑事手続の流れ，裁判員制度の概要」
などの話をしていただきました。捜査⇒起訴⇒公判⇒
判決までの各段階で弁護士が担う役割についての先生
の実体験に裏打ちされたお話は，生徒たちの心をグッ
と掴んでいました。
　最後は，「資料が多くてカバンが重い」だとか，「書
面の締切に追われていて辛い」だとかといった，私が
日常的に感じている愚痴！？まで聞いてもらい，「年
度によって，生徒たちの雰囲気や反応もだいぶ違うん
だな」と，ある意味当たり前のことを感じながら，教
室を後にしました。今後も，弁護士の仕事や裁判手続
について，一人でも多くの生徒たちの興味，関心が深
まるよう，微力ながら，お手伝いさせていただきたい
と思います。

（法教育委員会委員　濵邉　和揮）

無料出前授業

無料出前授業
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　平成２６年 ９ 月１０日，金井健作委員長をはじめとする
５名の京都弁護士会法教育委員会委員の方々が当会に
おける法教育視察のために来訪され，意見交換及び懇
親を深めることができました。
　当会が他会に先駆けて法教育センターを設立したこ
とや出前授業等の申込実績も多いことは誇るべきこと
ですが，この交流により，委員会のみならず弁護士会
全体で法教育を担う体制を構築するという面では京都
弁護士会に見習わなければならないものがあると感じ

ました。
　当委員会と愛知県弁護士会法教育委員会との交流に
よって同会におけるサマースクールの成果を当会にお
けるサマースクールにも取り入れ活性化につなげたこ
ともあるなど，法教育を広めたいという共通の意欲を
持つ他会の委員との交流は有意義であり，今後もこの
ような交流を深めていければと思っています。

　（法教育委員会委員　種村　求）

４

　法教育センターは，法や司法に興味を持たれた方々に対して，
弁護士がそのお手伝いをするための窓口です。

法教育センターのご案内法教育センターのご案内
横浜弁護士会

裁判傍聴会 弁護士が裁判傍聴にご一緒し，裁判の説明を行
います。

出 前 授 業 弁護士が学校に行きご希望のテーマについて授
業をします。

模 擬 裁 判　皆さんが行う模擬裁判を弁護士がお手伝いします。

お問合せは
横浜市中区日本大通 9 横浜弁護士会内
横浜弁護士会法教育センター
TEL 045－211－7711　FAX 045－211－7718
受付時間　月～金　午前9時～12時　午後1時～5時

ホームページにアクセス！ホームページにアクセス！
　各種お申し込みに関する詳細，法教育センターニュース
のバックナンバーなど，法教育に関する多くの情報を提供
できるものとなっています。
　　　　　　　横浜弁護士会ホームページ
　　　（http://www.yokoben.or.jp）にアクセス！

こんなことを頼めます…こんなことを頼めます…

　法教育センターは，法や司法に興味を持たれた方々に対して，
弁護士がそのお手伝いをするための窓口です。

法教育センターのご案内法教育センターのご案内
横浜弁護士会

裁判傍聴会 弁護士が裁判傍聴にご一緒し，裁判の説明を行
います。

出 前 授 業 弁護士が学校に行きご希望のテーマについて授
業をします。

模 擬 裁 判　皆さんが行う模擬裁判を弁護士がお手伝いします。

お問合せは
横浜市中区日本大通 9 横浜弁護士会内
横浜弁護士会法教育センター
TEL 045－211－7711　FAX 045－211－7718
受付時間　月～金　午前9時～12時　午後1時～5時

ホームページにアクセス！ホームページにアクセス！
　各種お申し込みに関する詳細，法教育センターニュース
のバックナンバーなど，法教育に関する多くの情報を提供
できるものとなっています。
　　　　　　　横浜弁護士会ホームページ
　　　（http://www.yokoben.or.jp）にアクセス！

こんなことを頼めます…こんなことを頼めます…

河野　隆行（デスク）　　　　青木　康郎
田丸　明子　　江塚　正二　　服部　知之
村上　貴久　　押田　美緒　　細貝　嘉満
大木秀一郎　　松浦ひとみ　　伊藤　真哉

　今年度から，編集委員に加わ
りました。部会は和やかな雰囲気
で，楽しくおしゃべりしながらも，

気がつくとテキパキと編集作業が進んでいるので驚
いています。まだ意見を言える機会が少ないですが，
これからがんばっていきたいと思いますので，よろし
くお願いします。
� （松浦ひとみ）

 

京都弁護士会法教育委員会との交流


